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１４ 

 

 

お子さまの発達で気になることや関わり方のご相談に、電話相談・来所相談等で専 

門スタッフが応じます。 

スタッフが保育園、幼稚園に出かけ、集団の場での子どもの育ちを支援します。 

就学までにどんなことができるのか、共に考えてお手伝いします。 

  発達支援係 （０８５７） ３０ ８５６１ 

   

お子さまの学校生活全般に関することや就学・学校生活・学習の相談、適切な学び 

の場など、特別支援教育に関する相談をお受けします。就学移行支援・フォロー会 

議・支援会議へ保護者の方と一緒に参加したり、学校見学に同行したりします。 

  特別支援教育係 （０８５７） ３０ ８５６２   

      

発達支援の必要な幼児が通園し、生活自立を目指して療育を実施しています。 

発達の気になる幼児を対象にしたコアラ教室（外来療育）も行っています。 

利用を希望される場合は若草学園に直接お申込みください。 

また  若草学園 （０８５７） ２８ １２３３ 

         住所： 取市湖 町  丁 ５１６ 

 

＊専門のスタッフが相談や療育を行います。 

＊まずはお気軽にお電話ください。一緒にお子さまに必要な支援を考えていきましょう。 

相談は無料です。  

 【相談 時】 曜   曜  （祝日・年末年始は休み） ８：３０ １７：１５ 

 

 

 

 

 

 

 

<駅南庁舎>                  <若草学園> 

児童発達支援センター 
若草学園 

 

発達に関する相談 

保育訪問相談 

就学・教育相談 



１５ 

 

    〇妊娠期からの相談・・・妊娠期からの生活や出産に向けての悩みの相談を受けるととも 
に、情報の提供をします。 
〇妊娠ＳＯＳ相談・・・妊娠の悩みや不安などに関しての相談を受け付けています。 
 （０８５７）３６ ０５０６ 
専用アドレス：ninshinsos@city.tottori.lg.jp 

 
   子育ての不安や悩みの相談を受け付けるとともに、子育て支援に関する情報を提供します。 

また、病気や入院等様々な理由で、家庭で子どもを養育できない事情が生じた場合、相談を
受け付けています。 

 子育て相談ダイヤル （０８５７）３６ ０５０５ 
専用アドレス：kosodate@city.tottori.lg.jp 

 
子どもの様子が気になる、もしかしたら虐待かもしれないと感じたら連絡・相談ください。 
プライバシーは守られます。 

                （０８５７）２０ ０１２２（夜間・  ・祝 ・年末年始は（0857）22 8111 まで） 
 

保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故等の様々な理由で、数日間にわたっ 
て子どもの養育ができない時、宿泊を含めて子どもを預けることができます。利用を希 
望される場合はご相談ください。 
 （０８５７）２０ ０１２２ 

 
生後 12 か月未満の乳児を育てているご家庭で、心身の疲労により休養やケアが必要な産 
婦と乳児に対して、助産師の専門的なケアを受ける事ができます。利用を希望される場 
合はご相談ください。 
 （０８５７）３０ ８５８７ 

 
  配偶者やパートナーとの関係等、悩みの相談を受け付けています。 

          （０８５７）２０ ３４６３ 
 
＊相談は無料です。どなたでも、何度でもお受けします。お気軽にご相談ください。  
【相談 時】 曜   曜  （祝日・年末年始は休み） ８：３０ １７：１５ 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  ｼｮｰﾄｽﾃｲ 
  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
  ｱｳﾄﾘｰﾁ 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 
平日日帰りｽﾃｲ 
ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ 

児童虐待に 
関する連絡・相談 

妊娠相談 

子育て相談 

家庭・女性相談 



 

 

発達に関する支援 

 

・鳥取市内各保育園等において「障がい児等保育」を実施しています。園では、集団生活の中で身辺自立

や社会性等を育む保育を行っています。 

 

・発達面や、園生活の中で気になる姿がある場合、園での様子や支援の仕方について、保護者の方へ個

別にお話させて頂くなど随時相談を行っています。 

 

 

 

 

所在地（地図） 
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１７ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



１８ 

 

●相談事業 

  家族・子育てについての悩みや、学校（幼稚園・保育園）・友だち・自分のことについての悩みなど、子どもに関

するあらゆる相談に応じます。相談料は無料です。 

○電話相談  平日 月曜日～金曜日 ８：３０～２４：００（緊急の場合は、土・日、祝日含む 24 時間対応） 

○来所相談  平日 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０（事前にご連絡の上おいでください。必要に応じて訪問も行っています） 

○カウンセリング・心理療法 セラピストによるカウンセリング・心理療法や各種心理検査・知能検査などを行っています。 

○アウトリーチ 学校・保育所・幼稚園・地域などへ出向き子どものサポートに協力します。 

 

下記事業を受託し、コーディネートを行っています。 

●委託一時保護 

児童相談所の委託により数日～数週間、お子さんをお預かりします。 

●ショートステイ（短期預かり）  

対象：鳥取市、八頭町、若桜町、岩美町、智頭町、倉吉市、琴浦町にお住まいの方 

市町村が窓口となり、保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故、出張などで、一時的に家庭で養

育ができないとき、当センター併設の一時養育ホームで、最大１週間程度お子さんをお預かりします。 

●トワイライトステイ  

対象：鳥取市、八頭町、若桜町、岩美町、智頭町、倉吉市、琴浦町にお住まいの方 

市町村が窓口となり、保護者の残業などで帰宅が夜間になったり、休日に不在のときに、夜間は１７：００頃～２

２：００頃まで、休日は８：００頃～２２：００頃まで、夕食、入浴、学習指導、生活指導などを含めてお子さんをお

預かりします。 

●平日日帰りステイ  

対象：鳥取市、若桜町にお住まいの方 

市町村が窓口となり、保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故、出張などで、一時的に家庭で養

育が出来ない場合、平日の８：００～１７：００の間でお子さんをお預かりします。 

 

 

●JR 鳥取駅より東に 1.5km 

●岩倉方面行バス内吉方下車 

●車で 5 分 



１９ 

 

 

 

福祉相談センターでは、子どもに関する様々な相談を受けています。 
 

●受付・相談方法 

 電話など、相談しやすい方法で御連絡ください。    曜 の８：３０から１７：１５まで受け付けてい

ます。（土・日、祝日、年末年始は閉庁） 

児童虐待など緊急の場合は２４時間連絡を受け付けています。（「189」でもつながります。） 

 相談専用 ダイヤル（児童相談員受付） ： 0857-29-5460 

  ＊相談専 ダイヤルの受付時間は、   曜 の８：３０から１７：３０までです。   

 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

当センターは「鳥取県中央児童相談所」、「鳥取県女性相談支援センター」及び「鳥取県東部知的障害者更生相

談所」を統合した機関として、「児童に関する相談」、「女性に関する相談」及び「知的障がいに関する相談」を

受け付けています。 

 
                         

P 

 
鳥取県立 
中央病院 



 

２０ 

 

 

精神保健福祉相談 

 

こころの健康や精神疾患、精神障がい者の福祉など、精神保健福祉に関する相談を行っています。 

 

●思春期の悩み 

●精神疾患 

●職場の精神保健 

●老年期のこころの健康 

●アルコール・薬物等依存 

●精神障がい者の社会復帰・社会参加 

●精神障がい者の社会制度 

●ひきこもり 

●発達障がい    など 

 

☆面接相談は原則として、予約が必要です。 

 

＜電話相談・面接相談のご予約＞ 

・電話番号 ０８５７ ２１ ３０３１ 

 

＜受付時間＞ 

・   曜 の８：３０ １７：１５ 

※土・日、祝日、年末年始はお休みです。 

 

＜ホームページアドレス＞ 

http://www.pref.tottori.lg.jp/seishincenter/ 

 

 

 

 

 

 

 

                     



２１ 

 

 

『エール』の目的 

発達障がい児者及びその家族等へ相談支援を行うとともに、関係機関と連携し地域における支援体制の

推進を図ります。 

 

支援の内容 

１ 相談支援 

 保育所や学校、職場における日常生活の様々な相談に応じ、助言及び情報提供を行います。 

２ 発達支援 

 保育所、療育機関等へ通所している発達障がい児者に対して、適切な発達支援方法を助 

 言します。 

３ 就労支援 

 就労支援機関等と連携し、助言や情報提供を行います。 

４ 普及啓発・研修 

（１）発達障がいの理解及び支援方法を普及するため、保健・福祉・教育等の関係機関等を対 

   象に研修を行います。 

（２）関係機関等へ機関コンサルテーションを行うことによって、発達障がい児者に対応する支援 

   者の育成を図ります。 

 

利用方法 

来所（事前にご連絡ください）、電話、メール、 

ホームページ上の相談フォームを利用 

できます。 

依頼による訪問相談も行っていますので、 

事前にご連絡をお願いします。 

 

利用時間 

   曜 （年末年始・祝 を除く） 

 ８：３０ １７：１５ 

 

ホームページ：https://www.pref.tottori.lg.jp/yell/ 



２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

至鳥取駅 

至鳥取砂丘 

至京都 至米子 

鳥取大橋 国道９号 線  

徳 吉 薬 局
と う ぶ  

赤十字 
血 液 センター 

福祉相談センター 

鳥取養護学校 

鳥取療育園 

鳥取県立中央病院 

千
代
川 

イオ ンモ ール  

鳥取北 

公益社団法人 

鳥取県看護協会 



２３ 

 

 

『きき』は、きこえない・きこえにくい子どもやその保護者を支援する機関です。相談内容によ

っては、保健、医療、福祉、教育等の支援機関と関わり合いながら、相談をお受けします。 

一人ひとりの子どもが輝くために、誰一人取り残さないために、保護者の方や関係者の方に寄り

添い、お子さんの様々な悩みごと、困りごとに対して、一緒に考えながらサポートしていきます。 

 

相 談 支 援 

 

 

情 報 発 信 ・ 情 報 収 集 

セミナー 保護者交流会 手話言語の個別学習会 

きこえない・きこえにくい子

どもの支援に関するテーマで

セミナーを実施します。 

きこえない・きこえにくい子

どものおとうさんおかあさん

の交流会を実施しています。 

鳥取県内在住のきこえない・きこ

えにくい子どもや、その家族を対

象に対面、ZOOM で手話言語の個

別学習会を行っています。 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 日 時 場 所 

相 談 
平日９－１７時 鳥取県きこえな

い・きこえにくい

子どものサポート

センター『きき』 

（土日祝、年末年始を除く） 

ホリディ 基本第 1土曜日か日曜日 

相 談 １０－１５時※要予約 

出 張 

相 談 

第３火曜日 10－15 時 
ＨＰにて 

ご案内します。 
偶数月･･･西部会場 

奇数月･･･中部会場 

訪 問 平日９－１７時 自宅、関係機関 

など 相 談 （土日祝、年末年始を除く） 

＜保護者支援 園・学校支援＞     

・どんなふうに接したらよいのかな？     

・日常生活で気を付けることはなに？     

・保育所と聾学校とどうちがうの？     

・保育所での生活で気を付けることは？    

・学校での席はどこがよいの？        

・授業はどんな配慮が必要？ 

きいちゃん  きらちゃん 

HP   Instagram 

▼事前にご連絡ください。 

※利用時間 

 ９：００～１７：００ 

 土・日・祝日・年末年始を除く 



２４ 

 

ふれあい学級 

・りす組 （おおむね 2 歳前後） 

・ぞう組 （おおむね 3 歳前後） 

 

【目的】 

・親子遊びを中心にし、遊び方のコツや対応の仕方を保護者に知ってもらう。 

・子育ての不安軽減と幼児のより健やかな発達を促す一機会とする。 

・小集団の経験の場とする。 

 

【回数】各グループ月に１回 

（原則として３回を１クールとし、２クールの利用とする。） 

 

【時間】９：５０ １１：３０ 

【場所】鳥取市役所駅南庁舎 1 階健診ホール 

【定員】親子１０組程度 

【主な内容】 

・親子のふれあい遊び 

・体を動かす遊び（新聞、バスタオル、ダンボール等を使って） 

・自由遊びと保護者の話し合い 

 

【スタッフ】保育士・保健師・心理相談員・言語聴覚士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



２５ 

 

事業名 対象 ねらい 回数 場所 定員 

らっこクラス 

発達に気がかりのあ

る幼児とその保護者

（概ね２歳 ３歳） 

２ ３歳のお さまと保護者を対

象に、療育的な活動を取り入れた

遊びを親子で体験するクラスで

す。 

毎週 1 回程度 

午前 10:00 11:30 

駅南庁舎 

若草学園 

湖  地区公 館 

8~10 名 

程度 

いるかクラス 

発達に気がかりのあ

る幼児とその保護者

（概ね５歳 6 歳） 

概ね５歳以上（年中児・年 児）の

お子さまを対象に、療育的な活動

を取り入れた小集団での遊びを体

験するクラスです。 

毎月２回程度 

午後 3:15 4:30 

若草学園 6 名程度 

にじの 

きょうしつ 

次年度就学予定の幼

児とその保護者 

就学前（年 児）のお さまを対象

に、少人数で、間近に控えた小学校

での活動を体験する教室です。 

毎月１，2 回 

程度（金曜日） 

（9 月~2 月） 
１組 
午後 2:00~3:00 
２組 
午後 3:30~4:30 

駅南庁舎 ４名程度の

４クラス 

 

いっぽいっぽ 

発達が気になるお子

さまの保護者 

保護者同士で子育ての悩みを話し

あったり交流したりすることで子

育てのヒントや安心感が得られる

場所です。 

年 6 回程度 

午前 10:00 12:00 

駅南庁舎 なし 

 

〇らっこクラス、いるかクラス、いっぽいっぽのお問い合わせは、 

鳥取市こども発達支援センター（発達支援係）   TEL 0857-30-8561   FAX 0857-20-3964 

〇にじのきょうしつのお問い合わせは、 

鳥取市こども発達支援センター（特別支援教育係）TEL 0857-30-8562  FAX  0857-20-3964 

 

 

 

 

 

 

 

                     



２６ 

 

 

通園   ひとりの発達に応じて集団、あるいは個別で療育し、 ども達の健やかな成 と将来、地域社会で         

自立した生活ができるようになることを目指します。 

○生活習慣の自立 

・食事・排泄・着脱の自立  ・集団のきまり、あいさつを知る   ・ 磨き・ 洗いなどの励行 

○豊かなあそびと体づくり 

・いろいろな遊びや経験を通して豊かな感性や友達と遊ぶ楽しさを育みます。 

（ことば・数・音楽・表現（制作・絵画）・ごっこ遊び・運動・感覚遊び・リズム・ 外遊び・散歩・音楽療法） 

○ことばの発達 

・楽しい生活や経験する中で、生活に必要なことばを育てます。 

○社会性 

・園行事や、保育園との交流保育などを通して経験や活動を広げ、社会性を身につけます。 

     （指定保育園との交流、地域の保育園・幼稚園との交流、特別支援学校との交流、小・中学校との交流など） 

○家庭との連携 

・毎日の連絡帳の活用、家庭訪問、個別支援会議、保護者学習会、療育参観や親子チャレンジデーなど実施し、

一貫性のある療育を行います。  

 

外来療育 発達が気になる、ことばの遅れ、落ち着きがないなど子育ての不安や心配事はありませんか? 小集

団での遊び、療育を ない、発達成 を援助します。また、 育てについての悩みなどの相談に応

じます。 

○コアラ教室 

●対象…保育園・幼稚園の在園児、在宅児 

●料金…利用料+給食費 

●利用日時…   曜 のうち週 1 回・新規の利用児のみ親子コアラ（児の様子で単独利用へ移行）9：30 12：00 

●コアラ親子デー…親子でのふれ合いあそび、保護者交流会等を通して保護者支援を行います。 

 

訪問療育 保護者からの要望があれば、家庭訪問や受診同行などをし、療育の相談に応じます。 

施設支援 地域の保育園・幼稚園や保護者から要望があれば、施設を訪問し療育について相談に応じます。 

日中一時支援 地域生活支援事業受給者証を持っている若草学園通園児が他の児童発達支援を使用した時の 

       み利用可 

相談支援 鳥取市相談支援事業所わかくさで、子どもの支援利用計画を作成します。 

対象・・・若草学園通園児・東部圏域に在住の就学前児 
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こんなことないですか？ 

・友だちとのトラブルが多い 

・気持ちや意見が言えない 

・相手との関わり方が一方的 

・学習が身に付かない 

・準備や身支度に時間がかかる 

 

つぼみ畑の療育活動は、ソーシャルスキル、学習スキル、ライフスキルの要素があり、お子さまのﾀｲﾌﾟによって重点的に

取り組む内容が異なります。 個別の支援計画に応じ、必要な支援を提供します。 

 

☆ソーシャルスキル（社会生活に必要な力） 

   ◎円滑なコミュニケーション ◎感情のコントロール ◎場面やルールの理解 

☆学習スキル（学習するうえで必要な力） 

   ◎全体、流れに合わせた行動 ◎話の聞き取り、理解 ◎読み書き計算など 

☆ライフスキル（自立に必要な力） 

   ◎身だしなみ、健康管理 ◎金銭、時間、持ち物管理 ◎外出、余暇、地域参加 ◎進路選択 

 

【営業時間】   曜   ８：３０ １７：１５ 土曜日 ９：３０ １６：１５ 

【通所による支援】 

◎  （児童発達支援事業） ※個別又は小集団で行います。 

［定員］１日１０名 

[活動内容］個別学習（ひとり一人に応じた認知課題）､自由遊び､主活動（あつまり、ゲーム、工作）、おやつなど 

◎  （放課後等デイサービス事業） 

［定員］１日１０名 

［活動内容］学習、おやつ、ソーシャルスキル・ライフスキルトレーニング、余暇支援など 

◎  （子育て支援事業） 

☆茶畑・・・［内容］少人数のお話の場、［開催］月 3 4 回程度、[定員]6 名 

☆おとな勉強会・・・[内容]サポートブック、ペアレントトレーニングなど、[開催]年数回 

【訪問による支援】 

保育所、幼稚園、認定こども園・小学校への訪問支援 （保育所等訪問支援事業） 

 

 

 

つぼみ畑では、地域の中の身近で気軽な療育機関として、 

幼児期から学童期などへの移行期や、思春期、自立先の 

選択時期など、ライフステージを通して発達の節目で途 

切れない支援を提供します。 

 

［ブログ］http://ameblo/tsubomibatake 

ホッと安心 

つぼみ畑 
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つむぎでは『遊ぶ・学ぶ・生活する』力を伸ばす個別支援を行います。 
小児専門の多職種がこどもの持つ力を見きわめ、遊びを工夫したり、環境を整えたり、関わり方を親御さんや学

校保育所の先生方と一緒に考え、一つでも多くのチャレンジにつなげていきます。 
対象となる方のニーズ（例） 
◇楽に姿勢を保持したり、上手に動けるようになりたい。 
◇道具操作（ハサミ、箸など）や細かい手先の使用がもっと上手になりたい。 
◇日常の生活動作（食べる、着る、排泄するなど）ができるようになりたい。 
◇楽しく集中して勉強をがんばりたい。 
◇好きなあそびを友達と一緒に楽しみたい。 
◇社会資源を使ってみたり、新しい余暇活動を体験したい。 
その他、お子さんに関する悩み等、お気軽にご相談ください。 
 
児童発達支援事業   対象：未就学児 
   曜  ９：００ １７：００ 
1 時間の個別指導を行います。 
全身運動や手先を使った遊びを通じて心身の発達を支援します。 
要求を伝えたり、指示を理解する練習を行います。 
 
放課後等デイサービス事業  対象： 学   校  
   曜  ９：００ １７：００（１７：３０まで延 可） 
個々の目標に向けた個別指導を行います。 
高学年の子どもには社会資源を活用するグループ指導を行います。 
学校や家庭ではない場・人・活動を通じて、今の自分を少し超えるチャレンジの機会を提供します。 
 
保育所等訪問支援事業  対象：0 歳 18 歳 
随時  １ ２回 
生活の場である保育所・幼稚園・学校へ専門スタッフが定期的に訪問し、よりよい生活につながる方法を先生方と確認し
ながら支援します。対象児童への直接支援だけでなく、訪問先の先生方への助言も行います。 
 
居宅訪問型児童発達支援事業   対象：0 歳 18 歳 
   曜  ９：００ １７：００ 
外出が著しく困難な対象児に対し 1 時間の個別指導を行います。 
全身運動や手先を使った遊びを通じて心身の発達を支援します。 
保護者様へ日常生活における基本動作や遊びの支援の方法をお伝えします。 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

                          https://kodomo.o-tsumugi.com 

 

お問合せ 

1 号：（０８５７）３０ ６９７６ 

担当：井関 

2 号：（０８５７）３０ ５３０２ 

担当：   
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ＮＰＯ法人たんぽぽ もみじは、八頭郡、鳥取市の支援の必要なお子様たちが、日々、のびのびと自分らしく

生活し、心地よい居場所となることを目的としています。一人ひとりのお子様が、自信を持って自立へとつな

ぎ、社会参加の実現を願い、明るく快適な生活の場づくりをしていきたいと思っています。 

 

☆児童発達支援・放課後等デイサービス（もみじ 定員１０名） 

０才から１０代後半くらいまでの方を対象として、日常的な基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行

います。放課後デイサービスでは、放課後や夏休み等の 期休暇中において、 活能 向上のための訓練を継続的に提供し

ています。（レクリエーションや外出など）また、言語聴覚士が常駐し生活や遊びの中で言葉を育てています。 

施設までの通所に、ご希望の方への送迎も行っています。 

児童発達支援          土  ９：３０ １７：００ 

放課後等デイサービス      （ 曜   曜  １３：００ １７：００、 曜  ９：３０ １７：００） 

日中一時支援事業             ９：３０ １７：３０                                                                       

    ※ 利用時間についてはご相談ください 

 

☆保育所等訪問支援、言語指導（定員 なし） 

言語聴覚士による言語指導を行います。言葉の遅れ、言葉の発音が気になる、コミュニケーションがうまくできない等、

言葉が気になるお子様を対象に言語指導をしています。また、言葉の遅れ、発達の遅れ等が気になる方を対象に、保育

所、幼稚園、小学校等に訪問して、支援者への専門的助言を行う「保育所等訪問支援」も行っています。 

言語指導          ９：００ １７：００ 

１レッスン４５分程度   会場はもみじ 

保育所等訪問支援      １０：００ １７：００ 

          ２週間に１回程度の頻度で学校等に訪問します。 
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ことばの発達支援センターにしまち幸朋苑では、お子さんの「ことば」や「コミュニケーション」など

について言語聴覚士（ＳＴ）による相談や個別の指導・訓練を行っています。 

 ことばの発達支援を通して、地域の子どもたちの健やかな育ちをお手伝いさせて頂きたいと考えてい

ます。 

 

【対象となるお子さん】 

・発音が不明瞭 

・ことばが遅い 

・ことばが詰まる 

・お友達とうまく遊べない 

・読み書きがうまくできない 

など、ことばやコミュニケーション、発達が気になるお子さんが対象です。 

 

【相談・言語指導】 

 言語聴覚士による個別の相談・言語指導を行います。１回１時間程度です。 

 

【料金】 

 初回相談は無料です。指導が開始となる場合は医療保険での対応となります。 

 

【受付・相談方法】 

 相談受付：月～金 10：００～１７：００ 

 お電話でご相談ください。相談日程を調整します。 

 

 

 

 

 

 

  

一人で悩まず、 

まずはお気軽に 

ご相談ください。 
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石谷小児科医院では、心に問題をかかえた子どもさんやそのご家族、知的障害や学習障害、社会・行

動・発達障害（注意欠如多動症、自閉スペクトラム症、愛着形成障害など）の子どもさんやそのご家族

のカウンセリング、心理・精神療法、薬物療法を行なっています。県および市町教育委員会、県および

市教育センター、心理治療施設、市町適応指導教室、学校、園、保健センター、こども発達支援センタ

ー、児童相談所などと連携をとり、総合的に子どもさんとそのご家族を支援しています。 

 

【診療時間】 月・火・水・金・ 曜 の午前中（９：００ １２：００）と午後（１５：００ １８：００）

【休診日】  木曜日・日曜日・祝日 

【担当】     院   石谷暢男医師 

 
【ＨＰ】http://www.newton-doctor.com/doctor/tottori/drishitani/s21/ 

所在地（地図） 

                  
                 

                        



３２ 

 

 

１ 診察 

 小児神経外来（毎月第２木曜日 １０：００～１６：３０ 完全予約制） 

 担当：太田 健人 

 

 初診は小児科外来で受け付け、森田医師が診察した後に小児神経外来の予約を組みます。 

 他院の医師から紹介状がある場合は、直接小児神経外来の予約を組みます。 

 ・けいれん性疾患（てんかん等） 

 ・運動発達の遅れ、ことばの発達の遅れ 

 ・発達障がい（学習障がい、注意欠如、多動症、アスペルガー障がいなど） 

 ・不登校や心身症 

  などのご相談に応じます。 

 

２ カウンセリング 

 公認心理師・臨床心理士によるカウンセリングを行っています。 

 日時：毎週水曜日１３：００～１５：００ 

 担当：藤家 まり 

 

 せいきょう子どもクリニック 

 https://kodomo.mcoop-tottori.jp/ 
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精神科医療機関としての活動の一環として、発達障がいに関連する精神症状、心理行動面の問題などの

相談にも応じております。 

  

 

まずは担当にお電話下さい（   、14：00 16：00）。 

  

 

小児の発達障がいについての専門外来ではありませんので、お子さまの発達障がいについての総合的な

相談や診断をご希望の場合は、せいきょう子どもクリニックにご相談下さい。 

 

 

   ※ 原則、15 歳以上を対象としています。 

 

 

所在地（地図） 
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当院の外来は全て小児神経科医が担当しております。通常外来においても発達障害を含めた小児神経

疾患を対象に診療を行っております。診療は、あらかじめ予約をお願いしております。 特に午後の発

達外来は診察に時間をとれるようにしております。脳波検査やＭＲＩ・ＣＴ検査は、当院で検査可能で

す。 

 

診療時間  通常外来    曜   曜 の午前中（８：４５ ） 

                         担当 赤星医師・中野医師・小松医師 

発達外来   火曜日 午後    

担当  赤星医師 

水曜日 午後    

担当  中野医師 

 

 

 

 

 https://tottori.hosp.go.jp/about/cnt1_00004.html  参照      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取市方面からの場合  国道 9 号線を米子方面へ鳥取医療センターの看板を左折(JR 鳥取駅から約 10km) 

米子市方面からの場合 国道 9 号線を鳥取市方面へ鳥取医療センターの看板を右折(白兎海岸から約 3km 
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内容 日時 予約 参考 

神経外来 

火曜  9：00 12：00 

       

木曜  9：00 12：00 

要 

・けいれん性疾患 

・脳性麻痺 

・筋ジストロフィー 

 など小児神経疾患 
 

 

 

 

 

所在地（地図） 
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診療時間 

一般外来 月 金   ９：００ １２：００ 

専門外来（予約のみ） 月・水・木・金    １４：００ １６：３０ 

対象者 

原則は乳幼児から中学生までですが、高校生については症例により対応可なのでお問い合わせください。 

 

      小児心身症や不登校を中心に、起立性調節障がい、過敏性腸症候群、 

      摂食障害、夜尿症など、子どもの心の診療に関する外来です。 

 

      薬物療法の他に、必要に応じて公認心理士へ心の相談も対応可能です。 

 

http://hospital.tottori.tottori.jp/  参照 

 

所在地（地図） 



 

発達障害の診断および治療 

 

＜診察日＞ 

平日（月・火・水・金）および隔週の（土）完全予約制です。 

 

＜予約方法＞ 

初めて診察をご希望の場合は、電話での予約をお願いします。 

予約受付時間 ： （ ） （ ）１４：００ １７：００ 

「思春期外来の初診の予約をしたい。」と伝えて下さい。 

※令和６年４月現在、４ ５ヶ月くらいお待ちいただいています。 

 

＜診察時間＞ 

平日（月・火・水・金）  ９：３０ １７：0０ 

（土） 隔週       ９：３０ １２：３０ 

但し、初診の方は、（土）はお受けできませんので、ご了承下さい。 

診察時間は、初診の場合１時間、その後再診の場合１５ ２０分です。 

初診で来院された日は、予診等もあり、おおよそ半日を見込んで下さい。 

※心理検査は必要に応じて後日実施。 

※診断書が必要な場合は、後日発行。 

 

所在地（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

渡辺 病院

←至砂丘

鳥取城跡

N
T
T

国道53号線

鹿野街道 智頭街道 若桜街道

裁判所

鳥取
県庁

鳥取北中

３７ 
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とっとの杜こどもハビリテーションクリニックは”発達の特性を活かしてこどもの夢と可能性を応援する”

を理念に、様々な特性を持ったこどもたちの未来をともに考え、必要な診療やリハビリテーションを行っ

ています。 

 

 

・発達の気がかり、家庭での気がかり、保育所・幼稚園や学校生活での気がかり、進路相談、成人期に向

けての就労や   活の相談、強み発 など、 児期から 年期にかけての成 過程で じる様々な相談

をお受けしています。 

・必要に応じて心理検査や作業療法士・理学療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションを行います。 

リハビリテーションでは、明確な目的を定めて、安心できる場を作り、様々なことに自ら挑戦できるよう

に支援します。 

 

 

 

 

 

 

      休診：木曜／日曜／祝日 

 

 

当院では、お越しいただく皆さまお一人お一人の時間を大切にしたいと考えており、完全予約制を導入し

ております。受診希望の方はお電話にて予約をお取りください。 

  0857-30-7730 

HP : https://www.tottoclinic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 月 火 水 木 金 土 日 

 8:30 12:00 ○ ○ ○ ― ○ ○ ― 

13:30 17:30 ○ ○ ○ ― ○ 〇 ― 

診療案内 

診察時間 

予約方法 
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         毎週木曜日 １４：００ １７：３０ 

  ●障がい児（者）診療 【保険診療】 

 

 

☆電話による相談は随時受け付けています 

 

               ★ （ 腔）についての各種相談 

★ブラッシング指導 

★ 科健康診断 
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障がい者手帳に関すること 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請の受付、および交付を行っています。 

 

障がいのある児童の通所サービスに関すること 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを利用する際に必要

となる受給者証の発行を行っています。 

（参照）鳥取市ホームページから「児童通所サービス」を検索すると「事業所一覧」がでてきます。 

 

障がいのある児童の介護サービスに関すること 

居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステイ）、同行援護（視覚障がいのある方の移動支援）、

行動援護（知的障がいや精神障がいのある方の危険回避のための援護・外出支援）を利用する際に必要と

なる受給者証の発行を行っています。 

 

補装具費の支給に関すること 

義肢、車いす、補聴器などの補装具の購入、修理に必要な費用（補装具費）の支給を行っています。 

 

日常生活用具の給付に関すること 

特殊ベッド（下肢や体幹に不自由のある方）、紙おむつ（脳原性運動機能障がいのある方）などの日常生

活用具の給付を行っています。 

 

手当等に関すること 

障害児福祉手当、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済の申請の受付、および支給を行っています。 

 

所在地（地図）   

 

 

                                      

鳥取市役所       

本庁舎 

イオン 

鳥取店 
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＊鳥取市にお住いの障がいのある方とその家族の方の総合相談窓口です。 

 

＊基本相談支援 

障がい児・者とその家族の方などからの相談に応じ、必要な情報提供を行います。 

 

・通所サービス（児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後デイサービス）に関すること 

・居宅サービス（居宅介護・短期入所・行動援護・重度訪問介護・保育所等訪問支援）に関すること 等 

 

＊計画相談支援・障がい児相談支援 

福祉サービス等を利用する場合にサービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成をお手伝いします。

一定の期間ごとに評価と見直し（モニタリング）を行い、継続サービス利用を支援します。 

 

【利用時間】  曜   曜   ８：３０ １７：１５ 

※相談に来られる時は、あらかじめ電話で予約をお願いします。 
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地域生活をサポートする総合相談窓口です。 

 

＊基本相談 

障がいのある方等の生活相談（在宅・病院・施設等）に応じて必要な情報提供及びサービスを調整します。 

・福祉サービスの利用に関する相談 

・家族、人間関係の相談 

・社会資源の情報提供 

・専門機関への紹介など 

 

＊計画相談 

障害福祉サービスを利用する際、希望される生活を実現する為の計画（サービス等利用計画）を作成し、

その後の生活をサポートします。 

 

利 時間： 曜   曜  ９：００ １７：００ （日・祝・年末年始は休館） 

相談方法：電話・来所・訪問にてお受けします。（事前に電話でご連絡ください） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
車でお越しの場合 
一般県道伏野覚寺線、福祉センターの点滅信号を入って直ぐ左の建物です。 
駐車場有 
鳥取駅からバスでお越しの場合 
日の丸バス（湖岸線・鹿野線）福祉センター前下車 徒歩 1 分 
 
                          

← 米子 鳥取 →

○ GS

伏野つばさ園 いこいの杜

● ●

●
鳥取県福祉人材
研修センター

鳥取医療センター

ローソン

ローソン

●

●

鳥取県

厚生事業団

国道9号
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＊基本相談 

「地域で暮らしている」または、「これから退院・退所して地域生活をめざしている」障がい者の方々に

対して生活相談に応じ必要な情報提供およびサービスを行う事業です。 

 

＊計画相談支援 

 相談を通して、サービス等利用計画案（障がい児利用計画案）を作成し、その後の生活をサポートしま

す。 

 

利用時間 

平 ：９：００ １７：００ 

 曜：９：００ １２：３０ 

休館日 

日曜日、祝日、年末・年始 

 

所在地（地図） 
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障害のあるなしに関わらず誰もが暮らしやすい街づくりを目的に生活を支援します。 

 

＊一般相談＊ 

障害のある方やそのご家族などからのご相談に対応し、情報の提供や必要な支援を行います。 

 

＊計画相談＊ 

福祉サービスを利用される方にサービス利用計画を作成します。 

利用後もご希望を伺い、必要に応じて見直します。 

 

＊地域移行支援＊ 

福祉施設や病院から地域生活へ移る場合の計画づくりをします。 

また、福祉サービスの体験利用の際などに同行して支援します。 

 

＊地域定着支援＊ 

安心して地域で暮らせるように相談でき、緊急時にも対応できる体制を作ります。 

 

＊障害児相談支援＊ 

障害児の通所サービス等利用支援計画を作成し、必要に応じて見直します。 

 

利用時間 月・火・水・木・金 ９：００ １７：００ （土曜、日曜はお休みです） 

 

上記相談支援事業以外にも、当法人では以下のような活動も行っております。 

放課後児童クラブ 

放課後等デイサービス 

コミュニティ・カフェ「ましろ」 

グループホーム 

訪問看護ステーション 

短期入所 

 

マルワ 

地域生活支援センター 

みんなの家 
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＊障害のあるなしに関わらず誰もが暮らしやすいまちづくりを目的に生活の支援をします。 

 

内容紹介  
 

＊基本相談 

 障がい者(児)本人や家族などからの相談に応じて、必要な情報提供や支援を行います。 

 

＊計画相談支援・障がい児相談支援 

 障害福祉サービスを利用する際、サービス等利用計画（障がい児支援利用計画）を作成し、 

 一定期間ごとに評価と見直し(モニタリング)を行いながら、その後の生活をサポートします。 

 

【利用時間】  

  平日(月曜日～金曜日) ９：００～１７：００ 

 (但し、土日祝祭日及び年末年始［12 月 29 日～1 月 3 日］を除く。) 

 

【相談方法】 

 電話・来所・訪問にてお受けします。(あらかじめ電話でご連絡ください。) 

 

※所在地(地図) 
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※基本相談 

障がいのある方やご家族、関係機関からのご相談に対し、必要な情報提供及び必要な支援を行います。 

 

※計画相談 

相談を通して、障がい福祉サービスを利用される際、サービス等利用計画の作成を行います。 

その後定期的に面談（モニタリング）を行い、安定して支援が行えるように各機関と連携していきます。 

 

利用時間 

(月)(火)(水)(木)(金)9：00 18：00  

事前に予約を取っていただきますようお願いいたします。 

 

交通アクセス 

大井手バス停から徒歩 3 分 

ファミリーマート鳥取徳尾店裏 大正体育館側 

駐車場有 
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＊基本相談 

    障がい児・者様や、その家族様などからの相談に対して、情報の提供や必要な支援を行います。 

 

 

＊計画相談 

    福祉サービスを利用される方に、サービス利用計画を作成します。 

     

障がい児様： 成長に伴い必要に応じて情報提供させて頂きます。 

     

障がい者様： 利用後もご希望を伺い、必要に応じて見直しをします。 

                                                

 

 

【利用児間】    月曜日～金曜日  ９：３０～１７：１０ 

            ※相談に来られる時は、あらかじめ電話で予約をお願い致します。 

 

【所在地】 

 

 

 

 

 

相談支援事業  フレンドシップ 
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 計画相談  

 福祉サービス等を利用する際にサービス等利用計画・障がい児支援利用計画を作成します。一定の期間

ごとに計画の実施状況の把握と評価を行うモニタリングを実施し、必要に応じて計画の変更及び、他のサ

ービス提供事業者との連絡調整等を行います。 

 

 

【開設時間】 

開設 ： 曜  金曜日 

     （ 、 曜 、国 の祝 、年末・年始は休業） 

時間 ：１０時 １６時 

 

 

【利用方法】 

  事前に電話（（０８５７）３１ ６８３９）でご連絡ください。 

   【（不在の時は 取市 若草学園に連絡（０８５７）２８ １２３３）】 

 

所在地（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

学習・交流センター 2 階 

相談支援着事業所 わかくさ 
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＊基本相談支援 

障がい児・者とそのご家族等からの相談に応じ、必要な情報提供を行います。 

・通所サービス（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）に関すること 

・居宅サービス（居宅介護、短期入所、行動援護、保育所等訪問支援）に関すること 等 

 

 

＊障がい児相談支援・計画相談支援 

・福祉サービスを利用する際、希望する生活を実現する為の障がい児支援利用計画・サービス等

利用計画を作成します。（計画作成） 

・一定の期間ごとに福祉サービス実施状況の把握・評価等を行い、必要に応じて計画の見直しを

行います。（モニタリング） 

 

【利用時間】  曜   曜  9：00 17：00  

【相談方法】 電話、来所、訪問にてお受けします。（事前に電話でご連絡下さい。） 

 

 

相談支援事業所      

松の聖 サポートセンター 
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★ 計画相談 ★ 

   特定     歳以上の障害等をお持ちの方 
   障害児    歳の誕生日を迎えるまでのお子様 
  福祉サービスを利用される方のサービス利用計画の作成や事業所の調整を行います。 
  利用後も定期的な聞き取りをしたり、新たなご希望を組み込んだりと必要に応じて 
  見直しや変更をして生活に寄り添っていきます。 

 

☆ ご利用できる時間 ☆ 
   

 

◎ そのほかに弊社が運営している福祉サービスとして『共生ホーム』がございます。 
  地域密着型通所介護、障がい者生活介護、放課後等デイサービスを一つ屋根の下で 

支援しております。また、訪問ヘルパー事業もございますので、あらゆるご希望に 
対応することができると思います。 

 

いろいろな事業所とつながる第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

                     

      

 

       

 

しらゆき共生ホーム 
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※施設の紹介内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス フェアリーアイ   

〒680-0811 鳥取県鳥取市西品治 99-3 

お問い合わせ Ｔel 0857-30-6085 

        Fax 0857-30-6086 

 

＊対象   就学中の障がいのある児童 

＊開所日 月曜日～土曜日 

        （日・祝・年末年始休館） 

＊開所時間  9：00～１７：００ 

        ※時間延長要相談 

＊利用定員  一日１０名 

＊ご利用料金 サービス利用者負担 

       （原則１割負担） 

      収入により負担上限があります 

＊送迎    あり（送迎範囲ご相談ください） 

 放課後、学校にお迎え 

 １４：３０頃～ おやつ 

 活動・自由時間 

 １６：３０頃～ 送迎・お迎え 

一軒家で広々とした施設！アットホームな環境です☆ 

 ９：００頃～ 来所 

 10：００ 活動・おでかけ 

 １２：００ 昼食 

 １３：００ 活動・自由時間 

 １5：００ おやつ 

 １６：３０頃～ 送迎・お迎え 

 

 ９：００頃～ 来所          

 10：００ 活動・おでかけ    

 １２：００ 昼食 

 １３：００ 活動・自由時間 

 １５：００ おやつ 

 １６：００ お迎え      

＊対象   未就学の障がいのある児童 

＊開所日   月曜日～土曜日 

          （日・祝・年末年始休館） 

＊開所時間  9：00～１6：００ 

＊利用定員  一日１０名 

＊ご利用料金 サービス利用者負担 

       （原則１割負担） 

      収入により負担上限があります 

＊送迎    なし 
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サポートルームとは，登校しぶりや不登校などにより欠席日数の多い児童生徒のために鳥取市教育委員会

が設置している教室です。 

○ねらい ・子どもの心に寄り添って、不安や悩みの解決を図ります。 

・一人一人に応じた学習活動や学び合い活動を取り入れて、学習意欲や集団活動への自信が高まる

ように支援します。 

・学校と連携し、子どもの学校復帰や社会的自立ができるように支援します。 

・保護者のみなさんと相談しながら不安を解消していけるよう支援します。 

○対象   鳥取市在住の「学校に登校したいという気持ちはあるが、登校できない」児童生徒 

○開室  「すなはま」  開室 ： 曜   曜        時間：９：30 14：30 

「レインボー」 開室日：状況に応じて相談の上対応  時間：10：00 12：00 

     「かわはら」  開室日：状況に応じて相談の上対応  時間：10：00 12：00 

    ※入級の相談や教室見学は随時受付けています。在籍する学校を通じてご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートルーム「すなはま」 〒680-0053  鳥取市寺町１５０ 鳥取市総合教育センター内 

サポートルーム「レインボー」〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野１５１７  鳥取市鹿野町総合支所内２階 

サポートルーム「かわはら」 〒680-1221  取市河原町渡  ２７７ １ 河原町コミュニティセンター内２階 

      <すなはま>           <レインボー>           <かわはら> 

 

 

 

 

  

【こころの相談電話】児童生徒、保護者の方を対象に相談を受け付けています。0857-26-3877  

11：00 11：50 
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特別支援教育全般に関する相談 

○特別な支援を必要とする児童生徒が在籍しているすべての学校において、特別支援教育を実施しています。 

○学校全体で取り組むために、校内委員会の設置、特別支援教育主任の指名、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作 

成や活用等、校内の体制整備を進めています。また、通常の学級においても、安心して過ごすことのできる集団づくり 

や学びを保障する授業づくりに努めています。 

○校内支援体制の整備充実、児童生徒理解や授業づくり等についての問合せを受けております。 

 

通級指導教室に関する相談 

○鳥取市の小学校には、通常の学級に在籍する児童生徒を対象とした「言語障がい通級指導教室（ことばの教室）」を２校、 

「発達障がい通級指導教室（ひびきの教室）」を７校設置しております。 

中学校には、「発達障がい通級指導教室（ひびきの教室）」を２校設置しております。 

 

★「ことばの教室」    ：久松小学校、湖   学校 

★「ひびきの教室」  ：湖山小学校、河原第一小学校、面影小学校、浜坂小学校、浜村小学校、 

宮ノ下小学校、稲葉山小学校、南中学校、湖東中学校 

○通級による指導を希望する場合や手続きについての問合せを受けております。 

 

特別支援学級に関する相談 

○鳥取市の小・中・義務教育学校に、児童生徒の障がいの状態等に即した指導を行うために、特別に少人数で編成した特 

別支援学級を設置しています。 

○特別支援学級に在籍している児童生徒に対して、特別な教育課程を編成して教育を行っています。   

○特別支援学級の設置状況や入級に関する手続き、教育課程編成、児童生徒の指導支援等について、問合せを受けており 

ます。 

 

所在地（地図） 
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電話相談・来所相談・訪問相談・メール相談 

不登校、ひきこもり、いじめなどに関すること、発達、就学、学習に関する悩み、子育てや支援に関する悩みをご相談く

ださい。相談は無料です。 

・電話相談： 曜   曜  8:30 17:15（年末年始、祝日は除く） 【（0857）31-3956】  

・来所相談： 曜   曜  9:00 17:00（年末年始、祝日は除く）※要予約 【（0857）28-2322】                  

・訪問相談：必要に応じて訪問相談を行います。（随時） 

・メール相談 【soudan@g.torikyo.ed.jp】 

専門指導員による相談・個別支援  ※火曜日  曜  9:00 17:00（年末年始、祝日は除く） 【（0857）28-2322】 

発達や言葉に気がかりなことがある幼児について、本人及び保護者の来所相談・個別支援を継続して実施しています。相

談・個別支援を希望される方は、お電話ください。 

専門医による教育相談会  【電話（0857）28-2322】 ※要予約 

東・中・ 部の各地区で、幼児・児童・ 徒、保護者、並びに保育・教育関係者を対象として、 児科医、精神科医による

教育相談会を行っています。不登校、ひきこもり、いじめなどに関すること、発達の遅れや障がい、就学に関すること、

子育てに関する不安や悩みをご相談ください。相談を希望される方は、お電話ください。 

教育支援センター「東部ハートフルスペース」 

※ 曜   曜  9:00 15:00（年末年始、祝日は除く）【（0857）28-2388】  

義務教育修了後から２０歳くらいまでの不登校（傾向）、ひきこもりの心配がある 少年に居場所を提供し、学校復帰や社

会参加・自立に向けて支援します。不登校やひきこもりについての教育相談、訪問相談、電話相談も行います。 

いじめ１１０番・いじめ相談専用メール  

いじめに関する相談に応じます。（２４時間） 

・いじめ１１０番  【(0857) 28-8718】 

・いじめ相談専用メール【ijime@g.torikyo.ed.jp】  

【アクセス】 

県道からお越しの場合は、交差点「湖東中学校入口」から 

湖東中学校方面にお進みください。 

 国道からお越しの場合は、「賀露陸橋」で側道を上り、湖東 

中学校方面にお進みください。 
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ＬＤ等専門員による教育相談 

 

発達障がいのある又は可能性のある幼児児童生徒及びその在籍園・学校の教職員、保護者等への相談活動

や理解啓発にあたるとともに、幼稚園・認定こども園・保育所・小中学校等へ出かけて特別支援教育の校

内（園内）体制の機能の充実に向けて支援を行うＬＤ等専門員１４名を県内各地区に配置しています。 

 

【相談内容】 

・幼児児童生徒の実態把握や支援方法についての助言 

・教職員、保護者等への相談活動 

・個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等への助言 

・支援会議の開催等における関係機関との連絡・調整への支援、助言 

・研修会講師（学校、園、保護者会等） 

・校内・園内支援体制の充実に向けた助言 等 

 

【相談の形態】 

（１）巡回相談 

   担当区域内の小・中・義務教育学校を定期的に訪問して、教育相談を行います。 

（２）依頼相談 

   担当区域内の幼稚園・認定こども園・保育所、小学校、中学校等からの要請に応じ、幼児児童生徒

の相談活動を行います。 

 

【申込み方法】 

・電話で各 LD 等専門員に申し込んでください。 

＊ＬＤ等専門員の配置場所については特別支援教育課ＨＰ https://www.pref.tottori.lg.jp/10381.htm 

を参照ください。 
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鳥取県立鳥取盲学校 
  鳥取市国府町宮下１２６５ 

   ＴＥＬ０８５７－２３－５４４１ 

西部地区視覚障がい教育支援センター きらら 
  米子市上福原７丁目１３－４（鳥取県立皆生養護学校内） 
   ＴＥＬ０８５９－３４－５９１０ 

鳥取盲・聾学校附属教育支援センター わくわく 
  倉吉市南昭和町１５ 
   ＴＥＬ０８５８－２３－９１７９ 

  

鳥
取
盲
学
校 

入口 

鳥取駅 

鳥取県庁 

岩倉 

新通り 

ローソン● 東部総合事務所● 

盲・聾学校前 

産業道路 
●
鳥
取
聾
学
校 

相談・見学随時 

お気軽にご連絡 

ください。 
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例えば・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
令和６年度 学校公開・体験入学 

〇第１回学校公開  

  ６/１９（水）・２０（木）・２１（金） 

〇第２回学校公開 

  １１/１８（月）・１９日（火）・２０日（水）

〇体験入学   

  幼稚部 随時（１１月ごろまで） 

  小学部 ６・２月 

  中学部 ９・２月 

  高等部 ７月 

〇学校見学  随時  

  いつでも受け付けていますのでご

連絡ください。 

未就学児では、 

乳幼児教育相談

として支援を行

っています。 

      
「きこえ」の教育相談 

〇新生児聴覚スクリーニングで再検査と言われ

たが、専門医の診察又は精密検査までの間が

不安。 

〇一側性難聴で片耳は健聴だが、日常生活や

学校で配慮することは？ 

〇健診時に耳のきこえのテストがうまくできなくて

心配。     

〇落ち着きがなかったり、呼んでも振り返らなか

ったりする。 

 

「ことば」の教育相談 

〇「ことば」の表出が遅かったり、表出言 

 語が少なかったりすることに心配や不 

 安な気持ちがある。 

〇言われていることを理解していない。 

〇発音が不明瞭だと感じる。 

  ( 例えば サカナ→タカナ )  

〇ことばがつまったり、なかなかでてこな 

 かったりする。 

 

 研修・理解学習等 

〇補聴器・人工内耳の仕組み 

〇聴力やきこえについて 

〇ことばの発達について 

〇補聴器、難聴体験 

〇難聴の友だちへの接し方 
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相談 

○対象    保育所・幼稚園、小・中・高等学校の教員、保護者等 

○主な内容   発達の遅れ、学習のつまずき、気がかりな行動などに関すること 

       学習の内容・支援の方法に関すること 

体験 

○次年度入学の体験は、小学部・中学部・高等部とも６月と 7 月と 9 月を予定しています。詳細は、各

校・園へ配布している文書またはホームページをご覧ください。 

※例年学校説明会（教員対象）は５月と７月に実施しています。本校進学希望の学校・園の先生は必ず出

席していただくようお願いしています。できる限り体験入学前の出席をお願いします。詳細は本校ホーム

ページをご覧ください。 

〇その他の年齢の方については、随時ご相談ください。 

学校見学 

○学校見学会を 11 月と 12 月に開催予定です。 

○対象 年中、小４・5 年、中１・2 年の幼児・児童・生徒と保護者と園・学校関係者 

○学校見学会以外でも随時、学校見学は受け付けていますので、ご相談ください。 

研修 

○対象   保育所・幼稚園・学校の教員等 

○主な内容 園や学校での研修会の内容相談、研修会への講師派遣 

通級指導教室 

○対象   通常の学級に在籍している小・中学生（東部地区４町：若桜町、智頭町、八頭町、岩美町） 

○主な内容 児童生徒の学校生活等の困り感に応じて、在籍校の先生や保護者と連携した指導・ 支援 

本校への通級または在籍校への訪問により指導 
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    本校では、地域のセンター的機能の一環として、次のような教育相談活動を行っています。 

◆教育相談 

発達や子育てについて、就学・進学について、学習支援について等、ご相談をお受けします。いつでもお

電話ください。来校相談、訪問相談もお受けします。 

 

 

 

 

◆学校見学 

来校いただき、本校の学習や生活の様子を見学していただきます。在籍園・校を通してお申し込みく

ださい。また、学校説明会と同時に学校見学会を行います。詳細はホームページでご案内します。 

 

 

 

 

◆体験入学 

  来年度の入学をお考えの方を対象にしています。体験の前に、学校説明会にご参加いただくことをお

勧めします。学校説明会の日程についてはホームページでご案内します。在籍園・校を通してお申し

込みください。 

 

 

 

◆特別支援教育研修会 

  園や学校等関係者の方を対象に「特別支援教育研修会」を行います。特別支援教育に関わる様々な情

報をお伝えします。ホームページにてご案内いたしますので、詳しくはそちらをご覧ください。 

 

                           
  
〈ＪＲ山陰本線〉・鳥取大学前駅下車  徒歩２０分 
  
〈 バス 〉 
＊鳥取方面から  （日の丸バス） 
      ・白兎養護学校・青谷・鹿野・美萩野団地行き 
                東堀越下車徒歩５分 
   ・本校経由の場合は、附属特別支援学校前下車                    
 ＊米子方面から 
  ・鳥取駅行き 附属特別支援学校入り口下車  
               徒歩５分 

対象者：来年度の入学をお考えの方（幼児児童生徒及び保護者、在籍園・校の関係者）  
開催日：随時   在籍されている園、学校を通してお申し込みください。 
担当者：各学部主事 

対象者：本校に関心をお持ちの方、入学をお考えの方（来年度入学希望以外の幼児児童生徒 
及びその保護者、関係者） 

相談日：学校説明会の前後または随時  在籍されている園、学校を通してご連絡ください。 
担当者：各学部主事 

対象者：保護者、教職員、関係者 
相談日：随時 来校相談、訪問相談をご希望の方はお電話ください。期日等のご相談をさせて 

いただきます。   
担当者：本校職員 
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ペアレントメンター鳥取は、自閉症、発達障がいの子どもを持つ親たちが相談を受けられるよう研修を

終了した人たちが登録しています。ペアレントメンターは専門家ではありません。同じ発達障がいをもつ

子どもの親として、共感しながら相談を受けます。 必要に応じて、子育て体験や支援グッズの紹介、専

門機関での相談が必要と判断した場合には紹介もします。また、発達障がいについて疑似体験を交え、分

りやすく工夫して啓発する「キャラバン公演」を行っています。 

◇個別相談  

面談による相談 ※事前に必ず、電話かメールでご予約ください。 

・来所相談   鳥取県自閉症協会内でご相談をお受けします。 

・訪問相談   相談される方のご希望の場所に伺ってご相談をお受けします。 

電話、メールによる相談 

・電話     ０８５７ ３０ ０６７０ にお電話ください。(平 １０：００ １４：００) 

・メール    e-mail:p-ment@kind.ocn.ne.jp で受け付けています。 

・ホームページのお問合せボタンからもアクセス可能。二次元コードからどうぞ 

◇情報提供   

・親の会の紹介、研修会、専門機関等の情報を提供します。 

・親の会等で、子育て体験談や支援グッズも紹介します。 

◇理解・啓発活動  

・自閉症・発達障がいの理解を進めるため、子育て体験談やキャラバン隊による疑似体験を交えた啓発活

動を行っています。 

◇サポートブック作成 

・子どもを安心して預けるため、「サポートブック」の作成を 

 お勧めしています。作り方のご相談に応じています。 

 保育園や幼稚園、学校で新しい担任の先生に見ていただくもの、 

お泊り保育のためのものなど、目的に応じて作ることもできます。 

一緒に作ってみませんか。 

※相談していただきました内容及び個人情報は厳守します。 

所在地（地図） 
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所在地（地図） 

                               

★どんな会？？？ 
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事務局所在地（地図） 
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療育に関する研修会や意見交換会、親子で参加する運動会等を開催し、肢体不自由児者の福祉増進、会員

相互の親睦を深めるための活動を行っています。 

 主な事業  

◇親子ふれあい運動会◇ 

 親子で参加できる種目をボランティアさんにお手伝いいただきながら楽しみ、参加者の交流・親睦を

深めます。 

 開催時期：6 月第 3 土曜日 

◇療育キャンプ◇ 

 成人のお祝い、障がい福祉に関する講演会・研修会、意見交換会などを行い療育に関する知識や会員

相互の親睦を深めます。 

 開催時期：9  下旬 10 月上旬 

◇クリスマス研修会◇ 

 療育に関する講演会や研修会のほか、サンタさんからのプレゼントやクリスマスコンサートなどを

行います。 

 開催時期：12 月第 2 土曜日 

  関連団体各種 会参加  

◇全国肢体不 由児・者  の会連合会全国 会◇ 

◇中国四国肢体不 由児者  の会連合会 会◇ 

◇ 取県肢体不 由児者  の 会◇ 

  研修会等参加  

◇全肢連中四国地域指導者育成セミナー◇ 

◇児童福祉団体あすなろ会研修会◇ 

◇三障がい啓発大会◇ 

  福祉事業参加協   

◇共同募金奉仕活動（街頭募金）◇ 

◇障害者週間街頭啓発チラシ配布◇ 

◇児童福祉展◇ 

◇ふれあい広場◇ 

 

                               



　　　


